
株式会社浅井製作所 行動計画 

 社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、

次のように行動計画を策定する。 

１．計画期間 令和 7 年  7 月  1 日～  令和 12 年 6 月 30 日までの 5 年

間 

２．内容 

＜対策＞ 

 ●令和 7 年 7 月～ 社内でのインターンシップ、職場体験の受入れ体制を整える 

 ●令和 8 年 6 月～ 学校訪問しインターンシップ、職場体験の受入れを行っていること

を周知する 

 ●令和 8 年 7 月～ 夏休み期間中のインターンシップ、職場体験を受入れる 

 ●令和 8 年 9 月～ インターンシップ、職場体験での学生の感想を受け取り、次年度に

活かす 

目標：：地域の子どもの工場見学及び若者のインターンシップの受け入れを行う。


